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第２３期 軽井沢町農業委員会 第２４回 総会議事録 

（町ＨＰ用） 

発言者 内          容 

 

 

柳沢照夫事務局

長 

 

 

小宮山恒雄会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

（開会：１３時３０分） 

 

委員の皆様、ご苦労さまでございます。 

定刻となりましたので、第２４回総会を始めたいと思います。 

開会にあたりまして、小宮山会長よりあいさつをお願いいたします。 

 

本日は、６月に入りまして第２４回の総会ということで、委員の皆様

には何かとご多忙のなか出席いただきまして、ありがとうございます。

先日に開催されたました G２０会合では、軽井沢のキャベツの出荷も始

まって、外国の来賓の皆様にキャベツが提供され大変好評だったという

ことをお聞きしました。軽井沢の野菜の生産者として大変うれしいこと

で良かったなと思います。 

また、いつも申し上げておりますが、ご承知のとおり農業委員と推進

委員には人・農地プランの話合いを主導するなど地域のリーダーとして

期待されており、農地利用の最適化推進活動として農地の貸し借り、権

利移動による利用集積と集約化、農地中間管理機構と連携し耕作放棄地

の発生防止と解消並びに農業後継者の確保のための新規就農及び定年帰

農者等による担い手の確保に引き続き協力をお願いしたい。 

なお、農地利用最適化活動の情報交換の場もございますので、前回に

引き続き何かございましたら忌憚のない意見交換や情報交換をしていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

時節柄、皆様方、体調にご留意いただきまして、これからも農業委員

会活動に当っていただきたいと思います。 

後ほど、ＪＡ佐久浅間関係、農業改良普及センター関係について後ほ

ど各々説明をよろしくお願いいたします。 

それでは、只今から第２３期軽井沢町農業委員会第２４回総会を開催 

いたします。 

 

ありがとうございます。次に、議長についてですが、軽井沢町農業委

員会会議規則第６条の規定により総会の議長は、会長が行なうことにな

っておりますので、よろしくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進

めさせていただきます。 

 事務局より、会議成立の報告をお願いします。 
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柳沢事務局長 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員１４名中１２名の出席と農地利用最適化推進委員７名中６名 

の出席です。軽井沢町農業委員会会議規則第５条(在任する委員の過半数

の出席)により、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 

会議規則第１４条の規定により、議席番号３番の岩井毅委員と議席番号

１３番の土屋史彦委員の２名にお願いします。 

それでは、次に４の事業報告について、事務局より報告願います。 

 

 それでは、お手元の次第１ページの５月２４日から６月２７日までの

行事等について、報告いたします。 

 ５月２４日に第２３期軽井沢町農業委員会第２３回総会を開催しまし

た。 

２５日の町５３０運動に会長、事務局長が出席いたしました。 

２７日の全国農業委員会長大会に会長が出席いたしました。 

２８日の佐久浅間農業協同組合第２０回通常総代会に会長が出席いた

しました。 

３０日の市町村農業委員会会長・事務局長合同会議に会長と事務局長

出席いたしました。 

３１日の町議会定例会６月会議（会期は５月３１日から６月１３日）

に会長が出席いたしました。 

６月１７日の長野県農業会議通常総会に会長が出席いたしました。 

１８日に町農業委員会６月役員会を開催いたしました。 

次のページをお願いいたします。 

（３）転用確認証明書による土地処分結果については、１件ございま

して、平成  年 月  日付、長野県指令  佐地農第 号の    

で許可となっておりました、     の、  、 、  、     

  、        、について、令和 年 月 日に、    （  

   ）、への転用を確認し、証明書を交付いたしました。 

次のページをお願いいたします。 

（５）法務局・裁判所・税務署による農地等の現況照会につきましては、

登記所からの照会で、      の  ございまして、事務局で現地

を確認し回答をいたしました。 

次のページをお願いいたします。 

（６）相続税、贈与税の納税猶予継続届出に伴う「引き続き農業経営を

行っている旨の証明書」交付結果については、      で  ござ

いまして、担当の農業委員、農地利用最適化推進委員と事務局で現地確

認し、証明書を交付いたしました。 

事業報告は以上でございます。 
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小宮山恒雄議長 

 

 

委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。ただ今事務局より事業報告がございました。 

事業報告について、質問等はございませんか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に５の会議事項に入ります。 

 議案第１号「農地法第５条第１項の規定に基づく許可申請について」

の番号１を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１について説明をいたします。 

次第５ページ、補足資料１ページから１０ページ、をお願いします。 

     でございます。 

   は、    、    、       に  のある、   

    、  です。 

   は、   、    、     に  のある、     、 

       、     です。 

申請の   は、    、     、      で、  は、 

 で、  は、    です。 

場所でございますが、補足資料５ページに、位置図がございますが、 

         の      の    から、  に   、 

  になります。 

転用の目的ですが、      として   したい、というもので

す。 

権利設定の内容は、     の   になります。 

町の用途地域区分は、     地域で、農地法による農地区分は、 

     になります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになります。（農地法第５条第２項第３

号）の 資力・信用については、       が、       、で、 

   が、     、となっています。 

  の    ですが、      で、    の     が、 

  されております。 

利害関係につきまして、   、      は  されておりませ

ん。 

次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工

事計画では許可後から         が、工事期間となっており、

問題ないと思われます。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当

いたしません。 
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小宮山恒雄議長 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

推進委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、

町の地域整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。 

次に（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の土地利用見込みにつ

いては、該当しません。 

次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現

地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としており

ませんので、問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障については、  に  されている  はなく問題ありません。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により、議案第１号番号１については、許可できない場合に該当

しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、

議案第１号番号１について担当委員より説明願います。 

 

はい、番号３番、岩井毅が議案第１号番号１について説明します。 

   の       では    されていた  が  の 月   

日に と     の  で  を     、   として     

  を  なく  していることが  したため、     の    

 と     の  の       に  を      の  に 

        をいたしました。その後の 月  日に    の  

 の  があり、 月  日に     の    の立会いのもと、

市村亨推進委員と現地を確認したところ の  に     ので問題

はありません。 

なお、  についても  されている  はなく、  になっており

問題ありません。 

皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 市村亨農地利用最適化推進委員何か補足説明ございますか。 

 

ありません。 

 

ありがとうございました。 

ただ今担当委員より説明がございましたが先ほどの事務局よりの説明

と併せて、議案第１号番号１についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 
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小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいでしょうか。 

 ご意見がないようなので、議案第１号番号１につきまして採決を行い

ます。 

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。 

賛成全員ですので議案第１号番号１を原案どおり可決いたしました。 

 よって、議案第１号番号１は、許可相当として、県知事に意見を送付

します。 

 次に、議案第１号「農地法第５条第１項の規定に基づく許可申請につ

いて」の番号２を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号２について説明をいたします。 

次第５ページ、補足資料１１ページから２４ページ、をお願いします。 

      でございます。 

   は、    、    、    に  のある、      、 

   です。 

   は、    、    、    に  のある、      

 、       、    でございます。 

申請の   は、    、    、      で、  は、  

で、  は、    です。 

場所でございますが、補足資料１５ページに位置図がございますが、 

     の  で        の    になります。 

転用の目的ですが、    のために    （    ）として、 

   、  を  し、   を  したい、というものです。 

権利設定の内容は、  による     になります。 

町の用途地域区分は、     地域で、農地法による農地区分は、 

     になります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになります。（農地法第５条第２項第３

号）の 資力・信用については、    が、       、   、 

   が、     、  で       となっています。 

資金の調達方法ですが、      で、    の     が、

提出されております。 

利害関係につきまして、   、      は、  されておりま

せん。 
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小宮山恒雄議長 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

次に、（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工

事計画では、許可後から          までが工事期間となって

おり、問題ないと思われます。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当

いたしません。 

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、

町の地域整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。 

次に（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の土地利用見込みにつ

いては、該当しません。 

次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現

地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としており

ませんので、問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障については、  に   されている   はなく、問題ありま

せん。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により、議案第１号番号２については、許可できない場合に該当

しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、

議案第１号番号２について担当委員より説明願います。 

 

はい、番号１０番、依田美和子が議案第１号番号２について、説明い

たします。 

  月  日に   の      の    と   の      

 と推進委員の井出千惠子さんと私の  で現地確認を行いました。 

場所は事務局からも説明がありましたが     の  から    

     を  へ     になります。 

申請の  としましては、      が  している   は   

まで  で  や  を   いて    もされていましたが、この

場所は   が  ということで、    に  を      との 

  から今回     になったそうです。 

周辺の状況といたしましては、     地域でありまして、 が  

の周りに     状況で、今回、        は    すると

いうことで、周辺の状況から見ても何の問題もないと判断いたしました。 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

 井出千惠子農地利用最適化推進委員何か補足説明ございますか。 



 - 7 - 

 

推進委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありません。 

 

ありがとうございました。 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明

と併せて、議案第１号番号２についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

 ご意見がないようなので、議案第１号番号２につきまして採決を行い

ます。賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。 

賛成全員ですので議案第１号番号２を原案どおり可決いたしました。 

 よって、議案第１号番号２は、許可相当として、県知事に意見を送付

します。 

次に、議案第２号「軽井沢町 農用地利用 集積計画について」を議題

にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第２号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。 

次第６ページから１０頁、補足資料は、２５ページから６９ページを

お願いします。 

軽井沢町長より農業委員会長あてに軽井沢町農用地利用集積計画につ

いて、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき農業委員会決定の依頼

がございましたので、審議をお願いします。 

７月の公告分ですが、再設定が、１７件、２６筆、面積は、５１，４

５０㎡で、内訳は、畑です。 

新規設定が、７件、１１筆、面積は、２４，１５１㎡、内訳は、田で、

７，２１９㎡、畑で、１６，９３２㎡、です。 

合計で、２４件、３７筆、面積は、７５，６０１㎡で、内訳は、田で、

７，２１９㎡、畑で、６８，３８２㎡です。 

集積計画及び申請書につきましては補足資料のとおりですので、確認

をお願いいたします。 

次に、利用集積計画の累計になりますが、再設定１８件、２７筆、面

積は５２，６０７㎡で、内訳は、畑、です。 

新規は、４４件、７６筆、面積は１５３，４２６㎡で、内訳は、田で、
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小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

２１，９５９㎡、畑で、１３１，４６７㎡です。 

合計では、６２件、１０３筆、面積２０６，０３３㎡で、内訳は、田

で、２１，９５９㎡、畑で、１８４，０７４㎡となっています。 

同法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。審議の前にお知らせいたします。 

議案第２号については、農業委員会に関する法律第３１条の議事参与

の制限に当りますので、    委員の一時退席をお願いします。 

 

委 員 （退席） 

 

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関す

る事項については、その議事に参与することができない事になっていま

す。 

それでは、議案第２号、軽井沢町 農用地利用 集積計画の７月公告分

について、ご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案

どおり決定いたします。 

よって議案第２号軽井沢町農用地利用集積計画７月公告分について、

軽井沢町長へ、決定意見を送付します。 

    委員の復席を認めます。 

 

      （委員 復席後） 

 

    委員に申し上げます。 

 

農用地利用集積設定について、決定しましたので、お知らせします。 

 

次に、協議第１号「農地利用最適化推進活動について」を議題とします。 

普段の活動のなかで委員各位が感じていることなど忌憚のない意見交

換、情報交換をお願いいたします。 

例えば、担い手の状況（今後中心となる経営体｛個人、法人、集落営

農等｝はどこか。地域の担い手は十分確保されているといえるか。） 農

地利用の方向（将来の農地利用のあり方、農地中間管理機構の活用方針、

近い将来の農地の出し手の状況｛誰が、いつ、どれくらいの農地を？｝） 
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 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁会長代

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域農業の活性化の方策等（地域農業のあり方｛生産品目、経営の複合

化、６次産業化｝）などについて、意見交換、情報交換をお願いいたしま

す。 

 

  委員：「意見交換、情報交換する。」 ｛詳細省略｝ 

 

 ありがとうございました。 

なお、今後においても出された意見、提言等を参考に農業委員会活動

の農地利用最適化に向け、それぞれ活かしていただければと思います。 

 

それでは次に６、のその他事項に進みます。 

（１）のＪＡ佐久浅間関係について、市村初仁会長代理よりお願いしま

す。 

 

 それでは、農協関係ということで、軽井沢の野菜出荷状況についｔｗ

ご報告いたします。 

６月２０日現在の野菜の出荷状況ですが、キャベツが数量で、２６６

ケース、単価は１，２４６円、金額で３３１千円、前年対比の数量で６％、

単価で１１８％、金額で７％となっております。 

レタスは数量で４３，２５９ケース、単価は１，１６３円、金額で、

５０，６８２千円、前年対比の数量で９６％、単価で８７％、金額で、

８４％となっております。 

チンゲン菜は数量で２１，６４７ケース、単価は５９８円、金額で、

１２，９３９千円、前年対比の数量で９４％、単価で９３％、金額で、

８７％となっております。 

サニーレタスは数量で１２，０１５ケース、単価は９５９円、金額で

１１，５２１千円、前年対比の数量で７４％、単価で８７％、金額で、

６４％となっております。 

合計では、数量で、９０，２０６ケース、単価は、９５１円、金額で

８５，７６１千円、前年対比の数量で８７％、単価で８８％、金額で、

７７％となっております。 

 特記事項に書いてありますように、キャベツの初出荷は６月１４日、

グリーンボールが６月１２日に出荷が始まったということですが今年度

は春からの寒さと干ばつで出荷がだいぶ遅れております。普通の年です

と遅れた分は一気に固まって出てくる訳でありますけれども、今年度に

つきましては、最近の天候不順もありまして、なだらかに増えてきてい

るという中で、数量また金額とも全然伸びていないという状態になって

おります。今後ですが、天候次第で、全国的に天気が悪いということで、

単価的にはどうなるかわからない、という状態ですが、生育状況的には

特記事項には、良いと書いてありますけれども、農家の目からすると、
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小宮山恒雄議長 

 

 

委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

農業改良普及セ

ンター戸谷係長 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

市村初仁会長代

理 

 

農業改良普及セ

ンター戸谷係長 

 

 

 

 

市村初仁会長代

理 

 

小宮山恒雄議長 

 

荒井龍介委員 

 

 

農業改良普及セ

ンター戸谷係長 

 

荒井龍介委員 

あんまり作物的には、いい年ではないというなかで、これから、どんな

ような生育と販売がされて行くか見通しがつかない状態になっておりま

す。 

以上です。 

 

ありがとうございました。JA佐久浅間（農協）関係で何かお聞きした

い点がございますか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に（２）の佐久農業改良普及センター関係で戸

谷係長よりお願いします。 

 

「軽井沢町発地キャベツ根コブ病土壌消毒実証実験」A4 １枚の資料に

より説明する。  （詳細省略） 

 新規就農研修生２名軽井沢にいることを紹介する。 

 

ありがとうございました。何かお聞きしたい点がございますか。 

 

 はい、２名の方は、どこの農家で研修しておりますか。 

 

 

 １名の方は      の    、     の所で研修している、 

       と、もう１名の方は、     の      の所で

研修している、      です。 

今後、      が出てくる予定となりますので、委員の皆様には

お世話になりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 わかりました。 

 

 

 他にお聞きしたいことはございますか。 

 

 はい、県内の雹害について、新聞にもありましたが、どの程度でしょ

うか。 

 

 既に新聞報道等でご存知のとおりで、公式には新聞発表のとおりです

ので、ご理解をお願いいたします。 

 

 わかりました。 
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小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

 

 他にございますか。 

 

なし 

 

それでは、無いようですので、次に、（４）の農業委員会事務局関係に

ついて、事務局より説明願います。 

 

次第１１ページをお願いします。 

 ６．その他事項（４）事務局関係について、説明いたします。 

ア、の当面の会議・行事等日程につきましては、本日、第２４回の農

業委員会総会を開催しております。 

７月５日（金）に町農業再生協議会が予定されております。 

１２日（金）に町農業委員会７月役員会を予定しています。 

３０日（水）に第２３期軽井沢町農業委員会第２５回総会を予定して

います。なお、終了後に暑気払いを予定しています。 

８月１６日（金）に町農業委員会８月役員会を予定しています。 

２７日（火）に第２３期軽井沢町農業委員会第２６回総会を予定して

います。 

少し先の日程になりますが、１１月１日（金）に御代田町農業委員会

との交流会を予定しております。 

１１日（月）に長野県農業委員会大会の参加を予定しております。 

１９日（火）から２２日（金）まで軽井沢町農業委員会視察研修がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、イ、の配布資料等でございますが、６月１日現在の全国農業新

聞普及一覧です、引き続き、情報事業の推進活動についてよろしくお願

いいたします。 

次に、農業者年金加入推進ニュースです。こちらも引き続き、加入推

進活動をよろしくお願いいたします。なお、各地区の加入対象者の名簿

につきまして、事務局までお問い合わせいただければ、情報提供をいた

しますので、お願いいたします。 

次に、長野県農業委員会大会における要請事項について、別紙のとお

り長野県農業会議より依頼がありましたので、要請事項がございました

ら期日までに事務局まで連絡をお願いいたします。 

事務局関係につきましては、以上でございます。 

 

ただ今の説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

なし 
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小宮山恒雄議長 

 

依田美和子委員 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

その他、全体を通して何かございますか。 

 

 はい、総会の中の農地利用最適化の意見交換、情報交換が大変有意義

で、 の  に  に       も委員さんの繋がりで大変助かっ

ております。 

情報共有していくためにも今後も意見交換、情報交換を続けていただ

ければ良いと思います。 

 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

今後も情報共有のため続けていきたいと思います。 

 他に何かございますか。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、第２３期軽井沢町農業委員会第２４回の総会を閉会といた

します。 

大変お疲れ様でした。 

 

閉  会   １４時２１分 

 


